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   第 ３ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

令和４年６月16日(木曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時11分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補 

 正予算(第３号) 

議案第11号 人吉都市計画事業青井被災市 

 街地復興土地区画整理事業施行条例の制 

 定について 

議案第12号 熊本駅周辺地域鉄道高架化基 

 金条例を廃止する条例の制定について 

議案第13号 熊本県建築基準条例の一部を 

 改正する条例の制定について 

議案第16号 専決処分の報告及び承認につ 

 いて 

議案第17号 専決処分の報告及び承認につ 

 いて 

報告第１号 令和３年度熊本県一般会計繰 

 越明許費繰越計算書の報告についてのう 

 ち 

報告第２号 令和３年度熊本県港湾整備事 

 業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告 

 について 

報告第３号 令和３年度熊本県臨海工業用 

 地造成事業特別会計繰越明許費繰越計算 

 書の報告について 

報告第４号 令和３年度熊本県一般会計事 

 故繰越し繰越計算書の報告についてのう 

 ち 

報告第５号 令和３年度熊本県流域下水道 

 事業会計建設改良費繰越額の使用に関す 

 る計画の報告について 

報告第６号 令和３年度熊本県流域下水道 

 事業会計事故繰越額の使用に関する計画 

 の報告について 

報告第14号 専決処分の報告について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ 

 いて 

報告事項 

 ①災害復旧事業の進捗状況及び入札契約

制度の見直し等について 

 ②人吉市青井地区における土地区画整理

事業について 

 ③球磨川水系に係る河川整備計画及び五

木村振興等について(報告) 

 ④「水俣湾環境対策基本方針」に基づく

水俣湾の環境調査結果及び水俣湾埋立

地の点検・調査結果(令和３年度)につ

いて 

 ⑤都市計画法等改正に伴う集落内開発制

度の運用について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(７人) 

        委 員 長 楠 本 千 秋 

        副委員長 西 村 尚 武 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 田 代 国 広 

 委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 本 田 雄 三 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

部 長 亀 崎 直 隆 

       総括審議員 

      兼政策審議監 浦 田 隆 治 

総括審議員  

兼河川港湾局長 里 村 真 吾 

       道路都市局長 宮 島 哲 哉 
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       建築住宅局長 小路永      守 

         監理課長 森 山 哲 也 

       用地対策課長 林 田 孝 二 

     土木技術管理課長 伊 東   貢 

       道路整備課長 森        裕 

       首席審議員 

     兼道路保全課長  緒 方   誠 

       都市計画課長 山 内 桂 王 

      下水環境課長 弓 削 真 也 

         河川課長  仲 田 裕一郎 

         港湾課長  倉 光 宏 一 

         砂防課長 松 田 龍 朋 

           建築課長 上 野 美恵子 

           営繕課長 折 田  義 浩 

           住宅課長 今 福 裕 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 本 淳 一 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○楠本千秋委員長 それでは、ただいまか

ら、第３回建設常任委員会を開会いたしま

す。 

 本日の委員会に２名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることにいたしまし

た。 

 それでは、付託議案等の審査を行います

が、質疑については、執行部の説明を求めた

後に、一括して受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、着座のまま簡潔にお願いします。 

 また、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いいたします。 

 まず、土木部長から総括説明を行い、続い

て、担当課長から資料に従い、順次説明をお

願いします。 

 初めに、亀崎土木部長。 

 

○亀崎土木部長 今定例会に提出しておりま

す議案等の説明に先立ち、最近の土木部の行

政の動向について御報告申し上げます。 

 令和２年７月豪雨災害への対応についてで

す。 

 球磨川水系の中期的な治水対策を定める河

川整備計画につきましては、４月に原案を公

表しました。 

 現在、河川法に基づき、関係住民の皆様か

ら、パブリックコメントや公聴会でいただい

た貴重な御意見について、計画案に反映させ

るよう、一つ一つ確認し、作業を進めており

ます。 

 引き続き、緑の流域治水の考えの下、国と

連携し、迅速かつ丁寧に計画を策定してまい

ります。 

 それでは、本定例会に提出しております土

木部関係の議案等について御説明申し上げま

す。 

 今回提出しております議案は、補正予算関

係議案１件、条例等関係議案５件、報告関係

７件でございます。 

 今回の補正予算につきましては、令和２年

７月豪雨分として、人吉市青井地区の国道改

良や土地区画整理事業に係る経費、道路や港

湾整備事業などの国庫補助の増額に伴う経費

など、67億3,400万円余の増額補正をお願い

しております。 

 次に、条例等議案につきましては、条例案

件３件、専決処分の報告・承認案件２件の計

５件の御審議をお願いしております。 

 次に、報告案件につきましては、繰越関係

６件、専決処分の報告１件の計７件を御報告

させていただきます。 

 その他の報告事項につきましては、災害復

旧事業の進捗状況及び入札契約制度の見直し

等についてなど、５件について御報告させて

いただきます。 
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 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては、担当課長から御説

明申し上げます。御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 今後とも、災害からの復旧、復興、国土強

靱化等の事業推進に着実に取り組んでまいり

ますので、委員各位の御支援、御協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

 

○楠本千秋委員長 引き続き関係課長から順

次説明をお願いします。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料として、建設常任委員会

説明資料１冊、参考資料、条例改正関係１

冊、その他報告事項５件を準備しておりま

す。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料１ページをお願いします。 

 令和４年度６月補正予算について御説明い

たします。 

 今回の補正予算は、国庫内示等に伴う事業

費増に係る予算を計上しております。 

 上の表２段目、今回補正額は、表左から、

一般会計の普通建設事業のうち、補助事業65

億4,100万円余を、県単事業１億5,300万円、

消費的経費4,000万円を計上しております。 

 特別会計等の計上はありません。 

 土木部の補正額合計は、右側合計欄のとお

り、67億3,400万円余となります。 

 各課別の内訳につきましては、下の表のと

おりです。 

 詳細は各課から説明いたしますが、今回の

補正67億円余のうち63億円余は、人流、物流

を支える道路ネットワークの構築や港湾の整

備、道路の防災・減災対策、通学路の安全対

策などの事業で、国庫内示増に伴い、増額を

お願いしております。 

 国庫補助事業の国への要望につきまして

は、県の当初予算額をできるだけ確保できる

よう、近年の内示率を勘案して、国に要望し

ております。 

 この要望に対し、本年度は、例年を上回る

約９割の内示をいただきました。これを最大

限活用し、道路ネットワークや防災・減災対

策を加速化させるため、今回、補正をお願い

しているものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和４年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計、特別会計等ごとに、各課の補正

額とともに、右側に財源内訳を記載しており

ます。 

 表右側、今回補正額の財源内訳、最下段を

お願いします。 

 国支出金33億2,900万円余、地方債25億 

1,700万円、その他１億6,400万円余、一般財

源７億2,400万円余となっております。 

 以上が土木部の６月補正予算の状況でござ

います。 

 監理課からは以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

○森道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 資料の３ページをお願いします。 

 ２段目の地域道路改築費でございますが、

表左から４列目のとおり、40億9,200万余の

増となっております。 

 表右側、説明欄を御覧ください。 

 国道325号ほか17か所、新八代停車場線ほ

か84か所について、迅速かつ円滑な人流、物

流を確保するための渋滞対策や道路のリダン

ダンシーを確保し、災害に強い道路ネットワ

ークの構築を加速化するため、国庫内示に伴

い、40億7,100万円余の増額、また、令和２

年７月豪雨分としまして、甚大な被害を受け

た人吉市青井地区において、土地区画整理事

業と併せて、国道445号の整備を行うもので

ございます。 
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 この結果、道路整備課の補正後の予算総額

は、表左から５列目最下段のとおり、267億 

500万円余となります。 

 道路整備課は以上でございます。 

 

○緒方道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ２段目の道路調査費でございますが、表左

から４列目のとおり、4,000万円の増額補正

を計上しております。 

 表右側、説明欄を御覧ください。 

 道路パトロールにＡＩ技術を活用し、道路

の維持管理の高度化、効率化に要する費用

で、当初予算で単県道路維持修繕費の中で予

算計上しておりましたが、このたび、国のデ

ジタル田園都市国家構想推進交付金の採択を

受け、今回補正予算として計上するもので

す。 

 ４段目の道路施設保全改築費でございます

が、表左から４列目のとおり、12億600万円

余の増となります。 

 表右側、説明欄を御覧ください。 

 これは、内示増によるもので、国道389号

ほか95か所となっております。内示増の内訳

は、千葉県八街市の交通事故を受けて、通学

路合同点検に基づいたカラー舗装等の交通安

全対策を新規個別補助として創設したものに

よるもの及び防災・減災対策等を加速化する

ことによるものでございます。 

 この結果、道路保全課の補正後の予算総額

は、表左から５列目最下段のとおり、162億

2,600万円余となります。 

 道路保全課からは以上でございます。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 上から２段目の土地区画整理事業費でござ

いますが、表左から４列目のとおり、１億 

3,800万円余の増額補正を計上しておりま

す。 

 表右側の説明欄を御覧ください。 

 これは、令和２年７月豪雨分といたしまし

て、人吉市の青井被災市街地復興土地区画整

理に係る用地の先行買収等に必要な経費を計

上するものでございます。 

 この結果、都市計画課の補正後の予算総額

は、表左から５列目最下段のとおり、49億 

8,300万円余となります。 

 都市計画課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

○仲田河川課長 河川課でございます。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 上から２段目の河川等災害関連事業費でご

ざいますが、左から４列目のとおり、5,200

万円余の増額補正を計上しております。 

 これは、災害復旧事業と併せて行う補助改

良復旧工事に要する経費で、令和２年に被災

した公共土木施設の改良復旧に係る工事が不

調、不落により工事契約に至らず、事故繰越

を行うことができなかったため、今年度予算

として再度計上するものでございます。 

 上から３段目の単県河川等災害関連事業費

でございますが、左から４列目のとおり、１

億5,300万円の増額補正を計上しておりま

す。 

これは、国庫補助災害復旧事業の対象とな

らない箇所の復旧等に要する経費で、令和２

年７月豪雨で被災しました箇所のうち、国が

権限代行区間として復旧等を行う箇所におけ

る補修費の増加分の額を計上するものでござ

います。 

 以上、河川課の６月補正分の総額は、左か

ら４列目最下段のとおり、２億500万円余の

増加となり、６月補正後の予算総額は、５列

目最下段のとおり、300億1,500万円余となり

ます。 

 河川課は以上でございます。よろしくお願
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いいたします。 

 

○倉光港湾課長 港湾課でございます。 

 資料７ページをお願いいたします。 

 ２段目の海岸高潮対策事業費ですが、表左

から４列目のとおり、２億8,900万円の増と

なっております。 

 表の右、説明欄を御覧ください。 

 これは、本渡港海岸ほか５港におきまし

て、背後の住宅地等を防護している護岸の補

修や排水機場の機能強化に要する経費で、国

庫内示に伴い計上するものでございます。 

 ３段目の港湾補修事業費ですが、表左から

４列目のとおり、７億5,500万円余の増とな

っております。 

 表右、説明欄を御覧ください。 

 これは、熊本港ほか２港におきまして、船

舶の安全な航行を確保するためのしゅんせつ

やフェリーの乗降に利用する可動橋の補修、

また水産物の荷揚げに使用される浮き桟橋の

補修に要する経費で、国庫内示に伴い計上す

るものでございます。 

 この結果、港湾課の一般会計の補正後の予

算総額は、最下段の左から５列目のとおり、

68億6,500万円余となります。 

 港湾課からは以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○松田砂防課長 砂防課でございます。 

 資料８ページをお願いします。 

 ２段目の砂防設備等緊急改築事業費でござ

いますが、表左から４列目のとおり、700万

円余の増となっております。 

これは、説明欄のとおり、国の内示増に伴

うものであり、白川、緑川圏域ほか３圏域に

おける砂防設備の緊急改築に要する経費でご

ざいます。 

 ６月補正後の予算総額は、表左から５列目

最下段のとおり、120億5,400万円余となりま

す。 

 砂防課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 資料９ページをお願いいたします。 

 第11号議案の人吉都市計画事業青井被災市

街地復興土地区画整理事業施行条例の制定に

ついてでございます。 

 内容につきましては、17ページの概要によ

り御説明いたします。 

 条例の制定につきましては、青井被災市街

地復興土地区画整理事業の県施行に伴い、土

地区画整理法第53条第１項の規定により、本

土地区画整理事業の施行規程を条例で定める

ものでございます。 

 具体的には、３、内容に列挙しております

とおり、趣旨や事業の名称、施行地区に含ま

れる地域の名称などの項目について定めるも

のでございます。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 第12号議案、熊本駅周辺地域鉄道高架化基

金条例を廃止する条例の制定についてでござ

います。 

 内容につきましては、20ページの概要によ

り御説明いたします。 

 熊本駅周辺地域の鉄道を高架化する連続立

体交差事業と新幹線建設事業においては、必

要となった側道や下水道付け替えなどの関連

事業について、両事業で費用負担しておりま

す。 

 新幹線建設事業につきましては、平成23年

３月に九州新幹線が全線開業したことによ

り、その後に鉄道運輸機構が負担すべき費用

を基金として造成し、関連事業を実施してま

いりました。 

 このような中、本年３月、関連事業が終了

したことに伴い、基金条例を廃止するもので

ございます。 
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 施行の期日は、公布の日から施行すること

としております。 

 都市計画課は以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

○上野建築課長 建築課でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 第13号議案の熊本県建築基準条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

 22ページの概要により御説明いたします。 

 建築基準法の一部改正に伴い、仮設建築物

の許可に関し、災害による応急仮設建築物の

存続期間の延長を認める規定が１項追加され

ましたので、条例の関係規定の整理を行うも

のでございます。 

 なお、この条例の施行日につきましては、

公布の日を予定しております。 

 建築課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○緒方道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認につきまして、説明資料23ページの第

16号議案から24ページの第17号議案までの２

件でございます。 

 議案の説明につきましては、25ページの概

要の一覧表にて説明いたします。 

 まず、議案番号16号です。 

 本件は、道路上に生じていた穴ぼこに右側

の車輪が落下し、車体と車輪との接続部等を

損傷したものです。 

 運転者には前方不注意の過失は認められる

ものの、当時の天候は雨であり、穴ぼこを認

識するのが難しいほどの水たまりが生じてい

たこと、また、トラックに追従して進行して

おり、穴ぼこを発見しにくい状況であったこ

とを考慮して、損害額の９割に当たる33万 

6,600円を賠償しております。 

 次に、議案番号17号です。 

 本件は、道路から歩道を通過して駐車場に

進入する際、歩道上に設置されたグレーチン

グの蓋が跳ね上がり、オイルタンク等を損傷

したものです。 

 事故の原因となったグレーチングには、一

見して分かるような異常が認められず、運転

者が事前に本件事故を予見することは不可能

と考えられるため、損害額の全額76万2,036

円を賠償しております。 

 道路保全課は以上でございます。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 27ページをお願いします。 

 報告第14号、専決処分の報告についてでご

ざいます。 

 職員に係る交通事故の和解につきまして、

地方自治法第180条第１項の規定により、４

月28日に行いました専決処分の報告でござい

ます。 

 内容につきましては、28ページの概要で説

明いたします。 

 令和４年１月31日、午前11時25分頃、阿蘇

市一の宮町宮地地内で発生したこの事故につ

きましては、相手方との示談交渉により、県

の過失割合20％で合意し、県の損害賠償額は

２万2,800円となっております。 

 事故の状況は、阿蘇地域振興局職員が現場

監督業務を終え、小国町から帰庁時、阿蘇神

社前の道路を阿蘇地域振興局方面へ走行中、

阿蘇神社の第１駐車場から一旦停止をせずに

飛び出した車両の側面に追突したものでござ

います。 

 引き続き、29ページをお願いします。 

 令和３年度繰越計算書(総括表)でございま

す。 

 まず、１、繰越明許費でございますが、一

般会計１件と特別会計等３件、合計で４件の

報告となります。 

 (1)一般会計の翌年度繰越額は、10課の合

計で683億5,322万円余、(2)港湾整備事業特
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別会計の翌年度繰越額は３億9,370万円余、

(3)臨海工業用地造成事業特別会計の翌年度

繰越額は678万円余、(4)流域下水道事業会計

の翌年度繰越額は３億40万円、４会計合わせ

ました翌年度繰越額は690億5,410万円余でご

ざいます。 

 各課別の詳細につきましては、31ページか

ら50ページにかけて記載しております。 

 個別の説明につきましては省略させていた

だきますが、繰越しの主な理由は、関係機関

との協議に不測の日数を要したなど、計画に

関する諸条件によるものが約77％、用地買収

の交渉等に不測の日数を要したなど、用地の

関係によるものが約10％となっております。 

 30ページにお戻りください。 

 ２、事故繰越でございます。 

 一般会計１件と特別会計等１件、合計で２

件の報告となります。 

 (1)一般会計の翌年度繰越額は、６課の合

計で184億6,201万円余、(2)流域下水道事業

会計の翌年度繰越額は7,607万円余、２つの

会計を合わせました翌年度繰越額は185億 

3,809万円余でございます。 

 各課別の詳細につきましては、51ページか

ら60ページにかけて記載しております。 

 個別の説明については省略させていただき

ますが、事故繰越の主な理由は、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、関係機関と

の協議、調整等に不測の日数を要したもの

や、令和２年７月豪雨災害の労働需要の増加

により、施工業者における人員確保が困難と

なり、工事施工に不測の日数を要したためと

なっています。 

 ただいま御説明いたしました令和３年度の

繰越明許費と事故繰越の繰越額の総額は875

億円余となり、昨年度の約85％となっており

ます。 

 これらの繰越事業につきましては、早期完

了のために、全力を挙げて取り組んでまいり

ます。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○楠本千秋委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のまま説明をしてください。 

 ただいまの説明について質疑はありません

か。 

 

○坂田孝志委員 あんまり言おごつはなかば

ってん、一番最後の説明な、繰越し。29ペー

ジ。予算額のもう半分か、繰越額は。 

 

○森山監理課長 はい。 

 

○坂田孝志委員 不測の日数が77％と言った

かな。そぎゃんもあったかい。俺は久しぶり

来たばってんが、そぎゃんもなかったろもね

繰越しも。８割も何も――事故繰りはまあと

もかくとして、繰越明許はちっと多うなかろ

うかなて気がするがな。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 今坂田議員のおっしゃるとおり、繰越額が

非常に大きくなっております。例年は――熊

本地震後と昨年の令和２年７月豪雨後は、や

はり大きくなっているんですけれども、平成

30年あるいは令和元年あたりは600億程度で

ございました。一般会計でいいますと500億

程度でございました。今回が700億近くとい

うことで、通常より200億ぐらい大きくなっ

ております。 

 大きな原因は、まず国土強靱化の予算が、

昨年、２月議会の補正で計上しておりまし

て、その分がほとんど――国の補正分が 

150億ぐらいがこの繰越しの中に入っており
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ます。 

 それから、やはり豪雨災害分あたりが、前

年からの未契約繰越しあたりを優先して発注

しましたので、その部分がまた150億ぐらい

ありまして、そういった要素がありまして、

通常時とは違うような大きな額となっている

ものでございます。 

 

○坂田孝志委員 国からの予算が後からつい

たとは、それはもうどぎゃんもならんもん

な。年明けてから来たらな。それにしても、

なるべく、やっぱり年度内消化というか、そ

れがあれですからですね。補正分は繰り越し

て、この４月、５月、６月の端境期をあれす

るとなりますけれども、度々災害も起きて大

変でしょうけれども、できるだけ繰越しが少

なく収まるように努力してもらいたい、こう

思います。 

 

○楠本千秋委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

 

○井手順雄委員 今繰越しの繰越したいな。

２年にわたって繰り越しているのが150億。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 繰越しの繰越しが、30ページの事故繰越に

なります。一般会計でいいますと184億が事

故繰越、繰越しの繰越しになります。 

 

○井手順雄委員 そうした場合、国の財務局

の考え方として、２年も繰り越しとっとにま

だできぬとかいというような話はありません

ですか。 

 

○森山監理課長 私の耳には届いておりませ

ん。この事故繰りに関して、従来から財務局

との承認の申請手続というものがあるんです

けれども、特に今回の事故繰越について、コ

ロナによるものとか災害によるものは、非常

に簡素化をしていただきまして、もう財務局

においても、やむを得ないといいますか、そ

ういった認識でおられるのではないかと思っ

ております。 

 

○井手順雄委員 いや、それであればいいん

ですけれども、やはり２年も３年もまたがっ

て繰り越すっていうのが異常な事態と。やっ

ぱり単年度でやり上げていかなんよっていう

ようなニュアンスがあったんですね、今ま

で。 

 やっぱりそういうことが続くならば、発注

の意義というのを考えていかなくちゃいかぬ

ような格好になるんで、よかならば、なるだ

け早く、その２年間またがった繰越分の工事

については早く仕上げるというところも必要

じゃなかろうかと思いますので、そこ辺は十

分配慮して発注していただきますようお願い

しときます。これは要望で結構です。 

 

○楠本千秋委員長 以上ですか。 

 

○田代国広委員 今の井手委員がおっしゃっ

たように、そのとおりですけれども、いつも

決算委員会時になりますと、必ずこの繰越問

題が出てきます。あまりにやっぱり額が大き

いということですね。 

 したがって、補正予算で、９月なり以降の

補正予算で措置したものについては、ある程

度繰越しやむを得ないというのが一般的に言

われるわけでして、会計は単年度会計ですか

ら、当初予算に措置したものについては、で

きるだけ単年度で処置するように、これが大

体ベストといいますかね。ただ、以前、そう

いった部分をあまりにも遵守するがゆえに、

年度末に非常に公共事業が集中しまして、一

つ問題になった経緯もございまして、現在で

は、多少繰り越しても、事業の平準化という

視点から考えて理解されるようになったんで

すけれども、基本的には、やはり単年度主義
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ですから、できるだけ当初予算については単

年度で処置できるように努力をしてもらいた

いと思います。 

 と同時に、今回の600何十億ですか、繰越

費の中に占める当初予算と補正予算の割合と

いうのは大体分かりますか。 

 

○森山監理課長 29ページの繰越明許費の分

でございますけれども、全体で690億という

ことで、ちょっと最後の補正予算分だけをつ

かんでおりまして……。 

 

○田代国広委員 分からぬなら後でいいです

よ。 

 

○森山監理課長 未契約繰越分の内訳は分か

っているんですけれども、補正分が150億あ

りましたので、690億のうち補正分が150億、

パーセントはすぐ出せませんけれども、あと

は通常分ということになります。 

 ちょっとまた後で計算して……。 

 

○楠本千秋委員長 じゃあ、後で報告お願い

します。 

 田代委員、まだありますか。 

 

○田代国広委員 何ページだったですかね。

青井地区の区画整理事業、人吉の区画整理事

業ですね。これは本年度からですかね、事業

がスタートしたのは。 

 

○山内都市計画課長 青井地区の区画整理に

つきましては、５ページで今上程しておると

ころでございます。 

 一応、人吉市の区画整理事業につきまして

は、昨年度時点では、まだ都市計画決定がさ

れてなかったというところで、知事が表明し

た後に、県と市と協定を結んだということで

ございます。ですので、無事に都市計画決定

がされたということで、今年度改めまして県

のほうに現予算として上程をさせていただい

ております。 

 以上です。 

 

○田代国広委員 この事業は、恐らく数年に

わたってかかると思うんですけれども、最終

的な事業年度と申しますか、あるいは最終的

な総事業費等については大体把握できていま

すか。 

 

○山内都市計画課長 御質問は、事業の費用

とか期間であったと思っております。 

 今区画整理事業につきましては、区域のほ

うの設定はいたしましたが、まだ公共施設で

あります公園の施設であったり、区画道路の

設置であったり、その規模とか配置計画がま

だ決まっておりません。今後、住民の意見を

聴きながらそれらを決めていくことになると

思いますが、今年度事業認可というのを目標

にしておりますので、その際までには決めて

いきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○田代国広委員 これは地元負担ちゅうのは

全くないんですか。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 土地区画整理事業に係る人吉市の負担につ

いてでございますが、一応協定を結んでおり

まして、今現在、国費等を除きまして、地方

負担分の10分の１、10％を考えております。 

 

○楠本千秋委員長 田代委員、よろしいでし

ょうか。 

 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○楠本千秋委員長 ほかになければ、これで

質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました
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議案第１号、第11号から13号まで、第16号及

び17号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○楠本千秋委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外５件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○楠本千秋委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○楠本千秋委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申出が５件あっておりま

す。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いしま

す。 

 

○森山監理課長 監理課でございます。 

 報告事項１、災害復旧事業の進捗状況及び

入札契約制度の見直し等について説明いたし

ます。 

 １ページをお願いします。 

 １、令和２年７月豪雨等災害復旧事業の進

捗状況でございます。 

 上段のグラフは県事業です。 

 土木部及び農林水産部の合計で、全体事業

費496億円に対し、令和４年４月末の契約額

は303億円で、61％の進捗となっておりま

す。本年度中に、残りの約４割を発注したい

と考えております。 

 なお、下段は、参考まで、市町村事業の状

況となっております。 

 ２ページをお願いします。 

 ２、県工事の不調、不落の状況です。 

 上段①は、熊本地震後の年度別の状況で

す。 

折れ線グラフが不調、不落の発生率となっ

ております。 

 熊本地震翌年度の平成29年度をピークに下

降していましたが、令和３年度は、14.6％と

上昇しております。令和４年度は、４月末で 

12.1％となっております。 

 下段②は、月別の状況です。 

折れ線グラフが不調、不落の発生率です。

昨年８月以降高い数値で推移しておりまし 

たが、本年３月は7.7％、４月は12.1％と下

降しております。 

 ３ページをお願いします。 

 ③令和３年度の発注機関別の状況です。 

中ほどの表をお願いします。 

 赤枠で囲っております阿蘇、八代、芦北、

球磨地域におきまして、災害復旧事業が集中

しており、不調、不落の発生率が高くなって

おります。 

 なお、阿蘇地域におきましては、昨年中に

災害復旧事業の発注がおおむね終了し、本年

１月以降は目立った不調、不落は発生してお

りません。 

 下段は、参考まで、災害復旧事業の契約状

況です。 

 １ページで御説明いたしました災害復旧事

業の契約状況につきまして、発注機関別に棒

グラフでお示ししております。黄色で示して

おります未契約の約４割につきましては、そ

のほとんどが八代、芦北、球磨の県内の３地

域となっております。 

 ４ページをお願いします。 
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 ３、令和４年度の工事発注見込み等につい

てです。 

 ①は、県予算の投資的経費の状況です。 

 令和４年度は、青色部分の当初予算1,201

億円とオレンジ色部分の前年度からの未契約

繰越予算587億円を合わせて、1,788億円とな

っております。前年度と比較すれば減少して

おりますが、例年の執行額を上回る予算額と

なっております。 

 ②は、①のうち、令和２年豪雨災害関連事

業の状況です。 

令和４年度は471億円と前年度と比較すれ

ば減少しておりますが、被災地の一日も早い

復旧、復興のために、早期発注が必要と考え

ております。 

 ③は、九州地方整備局の令和２年豪雨災害

関連事業(県南地域)の状況です。 

令和３年度補正予算で239億円が予算化さ

れております。今年度は、これまでの応急復

旧から本格的な復旧工事に着手されるという

予定でございまして、前年度と比較し、55億

円の増となっております。 

 ５ページをお願いします。 

 ４、建設企業の現状です。 

 ①は、１者当たりの公共工事の手持ち状況

です。 

 本年５月１日現在の国、県、市町村の公共

工事の元請工事の件数につきまして整理して

おります。 

 Ａ１等級企業で、県全体平均では5.9件

と、令和２年豪雨前の6.2件と同程度となっ

ておりますが、八代、芦北、球磨地域では、

5.5件から10.2件と、それぞれ豪雨前よりも

高くなっております。 

 また、県南３地域のＡ２等級企業におきま

しては、芦北と球磨地域で豪雨前よりも高く

なっております。 

 なお、Ｂ等級企業につきましては、豪雨前

よりも低くなっており、下請等に対応してい

るものと考えられます。 

 ②は、建設業協会の県内の各支部と意見交

換をしまして、その際の県南地域の災害関連

工事に関する主な発言でございます。県南地

域への参入よりも地元工事を優先したいとい

った意見や、Ｂ等級企業には元請として受注

する余力があるといった意見がございまし

た。 

 ６ページをお願いします。 

 ５、令和２年災害関連等工事に係る入札契

約制度の見直し(第５弾)についてでございま

す。 

 枠囲みの中をお願いします。 

 第５弾では、災害関連等工事、土木一式工

事Ｂ等級の発注標準の引上げに取り組むこと

としております。 

 さきに御説明しましたとおり、県南地域で

は、昨年度に引き続き、多くの工事発注が見

込まれます。Ａ１等級工事につきまして、復

興ＪＶによるＡ２等級企業の参入も期待され

ており、これに伴って、Ａ２等級工事の不

調、不落が懸念されております。このため、

Ａ２等級工事の小規模なものにつきまして、

Ｂ等級企業に担ってもらうことで、不調、不

落の防止を図りたいと考えております。 

 発注標準の引上げは、対象工事は、令和２

年発生の災害関連等工事、土木一式工事でご

ざいます。対象地域は、県南広域本部、芦北

地域振興局、球磨地域振興局管内。施行期間

は、令和４年７月１日から令和５年３月31日

まで。引上げ内容は、まず、Ａ２等級の発注

下限1,500万円以上を3,000万円以上に、Ｂ等

級の発注上限1,500万円未満を3,000万円未満

にするものです。 

 今後の発注見込み件数やこれまでのＡ２等

級工事の不調、不落の状況、あるいはＡ２、

Ａ２復興ＪＶの上限額の見直しなど、総合的

に勘案して制度設計を行っております。 

 今後も、広域本部や地域振興局とともに、

地域の建設企業の状況や不調、不落の状況を

注視し、現状に即した適切な不調、不落対策
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に取り組んでいきたいと考えております。一

日も早い被災地の復旧、復興に取り組んでま

いります。 

 監理課からは説明は以上です。よろしくお

願いします。 

 

○山内都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 報告事項２、人吉市青井地区における区画

整理事業につきまして御報告いたします。 

 初めに、1、事業概要といたしまして、事

業主体は熊本県でございます。施工面積は約

5.2ヘクタールで、総事業費は未定でござい

ます。総事業費や施工期間などにつきまして

は、年度内に国土交通大臣に事業認可を受け

決定する予定でございます。 

 次に、２、これまでの主な経緯でございま

す。 

 昨年７月21日に、特に被害が大きかった箇

所を被災市街地復興推進地域として、人吉市

が都市計画決定いたしました。今年２月22日

に、人吉市及び人吉市議会から県による施行

の要望を受けました。３月２日、知事が県の

事業主体による施行を表明するとともに、３

月27日には、県と市で施行に関する協定締結

を行っております。 

 下の平面図を御覧ください。 

 赤の実線で囲んでいる範囲が被災市街地復

興推進地域で、ピンクで網かけした範囲が土

地区画整理事業の施行区域となっておりま

す。土地区画整理区域内の避難路や公園など

の公共施設は、事業認可までに規模や配置を

決めてまいります。 

 ３、本年度のスケジュールといたしまし

て、７月頃から用地の先行買収の契約手続に

着手し、本年度中に事業認可を受ける予定で

ございます。 

 都市計画課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○仲田河川課長 河川課でございます。 

 報告事項３の資料をお願いいたします。 

 本報告につきましては、建設常任委員会の

ほか、総務常任委員会の報告事項となりま

す。 

 球磨川水系に係る治水対策及び五木村振興

等についてですが、２月の常任委員会時にお

いて報告しましたその以降の状況について御

報告いたします。 

 まず、１つ目の球磨川水系河川整備計画に

つきましては、上段の箱囲みの１つ目の丸に

記載していますとおり、令和２年７月豪雨以

降、流域で開催した説明会や日々の行政を進

める中で、住民の皆様からいただいた御意見

と学識者からいただいた御意見を国と共有し

た上で原案を作成し、４月４日に公表してお

ります。 

 ２つ目の丸ですが、この原案に対し、改め

て関係住民の皆様の御意見を伺うため、パブ

リックコメントを実施し、延べ455件の御意

見をいただくとともに、これに加えて、球磨

川流域の10会場で公聴会を行い、33名の公述

人の方から貴重な御意見をいただきました。 

 ３つ目の丸ですが、現在、いただきました

多岐にわたる御意見を一つ一つ詳細に確認し

ており、今後、学識経験者の御意見を伺った

上で、河川整備計画案を作成いたします。そ

の後、さらに関係首長の御意見を伺った上

で、河川整備計画を策定する予定でございま

す。 

 中段に河川整備計画策定までの流れを示し

ております。太い線で囲った部分が既に実施

したもの、細い線がこれから実施するものを

示しております。 

 これまでに、太枠の河川整備計画原案を作

成、公表し、関係住民の皆様から御意見を伺

うところまでを完了しております。今後、学

識経験者から御意見を伺い、河川整備計画案

を作成、公表いたします。その後、関係地方

公共団体の長から御意見を伺い、河川整備計
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画を策定してまいります。 

 続きまして、２番目の流水型ダムに係る環

境アセスメントについて御報告いたします。 

 ３月25日に、国から環境影響評価法の配慮

書に相当する環境配慮レポートが公表され、

４月21日には、県が設置する流水型ダムに係

る環境影響評価審査会が開催されました。今

後、審査会や関係市町村長の意見を踏まえ、

環境配慮レポートに対する知事意見を６月22

日までに提出する予定でございます。 

 次に、球磨川流域治水協議会について御報

告いたします。 

 この協議会は、令和２年７月の球磨川豪雨

災害を二度と生じさせないとの考えの下、流

域における関係者が協働して、流域治水の計

画的な推進のための情報共有、検討などを行

うことを目的として、令和２年10月に設置さ

れたものでございます。 

 明日、６月17日に第６回目の協議会を開催

し、流域治水プロジェクトの進捗状況につい

て情報共有を行う予定となっております。 

 次に、次ページ、４番目の五木村の振興に

ついて御報告いたします。 

 上段箱囲みの１つ目の丸に記載しますとお

り、６月５日に、知事が五木村を訪問し、村

民の皆様に対し、流水型ダムを含む緑の流域

治水の推進を決断した経緯と五木村の振興に

かける決意をお伝えするとともに、県から流

水型ダムを前提とした新たな五木村の振興計

画の方向性を説明いたしました。 

 報告資料の別紙、カラーの資料を御覧くだ

さい。 

 こちらが説明会で県からお示ししました振

興計画の方向性でございます。 

 赤、青、緑、黄色の楕円で示しました新た

な五木村振興計画の４つの方向性に基づく取

組を有機的に連携させながら、真ん中の楕円

の流水型ダムへの転換に伴う対応にも取り組

むことで、一番上の、「誰もが安全・安心で

住み続けられ、若者が集まる“ひかり輝く持

続可能な五木村”の実現」を目指すというイ

メージを表しております。 

 説明会では、この資料に加え、具体的な事

業や他の自治体での取組事例を御紹介する形

で御説明させていただきました。 

 報告資料にお戻りください。 

 箱囲み下の(1)説明会の概要を御覧くださ

い。 

 午前、午後の２会場で開催し、合計124名

の皆様に御参加いただきました。 

 その下に、村民の皆様からいただいた主な

御意見を記載しております。 

 流水型ダムや五木村内の治水対策に対する

御意見、今後の村の振興に向けた御意見、御

要望など、様々な御意見、御提案をいただき

ました。 

 次に、２番の今後のスケジュールでござい

ますが、今後も村民の皆様の御意見を丁寧に

お聴きしながら、秋頃を目指して、新たな五

木村の振興計画を策定できるように取り組ん

でまいりたいと思ってます。 

 説明は以上でございます。 

 

○倉光港湾課長 港湾課でございます。 

 報告事項の４を報告させていただきます。 

 水俣湾環境対策基本方針に基づき、毎年

度、水俣湾の環境調査及び水俣湾埋立地の点

検、調査を実施しております。翌年度、その

結果を建設常任委員会等で報告しておりま

す。 

 資料の１、水俣湾の水質等の水銀調査結果

について御報告いたします。 

 (2)のとおり、水質、底質、地下水及び魚

介類の４項目について、水銀含有量等の調査

を実施しております。 

 調査結果は、(3)のとおりでございまし

て、基準値を超えるものはございませんでし

た。本年度も引き続き調査を実施してまいる

予定です。 

 次に、裏面をお願いいたします。 
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 ２の水俣湾埋立地の点検・調査結果につい

て御報告いたします。 

 (2)のとおり、水質調査、地盤調査、構造

物の変状調査について、点検、調査を実施し

ております。 

 点検、調査結果は、(3)のとおりでござい

ます。 

 総水銀は検出されず、水銀を含む土砂の流

出につながるような異常な沈下、陥没、構造

物の変状は確認されておりません。こちらに

つきましても、本年度も引き続き、点検、調

査を実施してまいる予定です。 

 以上でございます。 

 

○上野建築課長 建築課でございます。 

 報告事項５、都市計画法改正に伴う集落内

開発制度の運用について御説明いたします。 

 まず、集落内開発制度について御説明いた

します。 

 熊本市、合志市、菊陽町、益城町、嘉島町

で構成する熊本都市計画区域については、無

秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街

化を図るため、市街化を抑制すべき区域とし

て市街化調整区域を設定し、開発規制を行っ

ております。 

 しかし、市街化調整区域であっても、市街

化区域と一体的な日常生活圏を構成している

一定の集落については、コミュニティーの維

持のために集落内開発制度が設けられてお

り、戸建て住宅や日用品販売店舗等の開発許

可が認められています。 

 開発許可は、熊本都市計画区域において

は、熊本市域は熊本市が、それ以外の１市３

町の区域では県が行っておりまして、県が開

発許可を行う１市３町の集落内開発区域は、

各市町の申出に基づきまして知事が区域を指

定しております。 

 次に、法改正の目的でございます。 

 令和２年６月に都市計画法が改正されまし

たが、これは、近年の頻発、激甚化する自然

災害への対応を目的としており、その内容

は、災害ハザードエリアにおける開発の抑制

となっております。 

 具体的には、開発を抑制する区域が明確化

されまして、従来から開発許可を行わないこ

ととされていた災害レッドゾーンなどに加え

まして、洪水等の発生時に、生命または身体

に著しい危害を生ずるおそれがある一定の浸

水想定区域を集落内開発区域から除外すると

いうものでございました。 

 県としては、この法改正が地域の社会経済

活動に与える影響が大きいことを踏まえまし

て、法改正直後から、関係する市町と対応に

ついて慎重に検討を重ねてまいりました。こ

のたび、集落内開発制度を用いて開発許可を

行う場合の許可条件などの取扱いが整理でき

ましたので、本日の委員会で御説明させてい

ただくものです。 

 左側中段の災害ハザードエリアにおける開

発抑制の対応について御説明いたします。 

 まず、一定の浸水想定区域は、国からの技

術的助言を踏まえまして、想定最大規模降雨

による浸水想定区域で想定浸水深が３メート

ル以上の区域といたしました。 

 このエリアのイメージは、右側の図１、災

害リスクの高いエリアのイメージの赤い部分

となります。そして、一定の条件を満たせ

ば、区域から除外まではしなくてよいという

国の技術的助言を踏まえまして、区域除外に

よって開発許可を一律に認めないこととする

のではなく、四角囲みにありますとおり、安

全上及び避難上の対策を許可の条件とする、

あるいは避難場所への確実な避難が可能であ

るかどうかなどを確認させていただくことを

条件といたしまして、開発許可を行っていく

こととしたいと考えております。 

 １の安全上及び避難上の対策については、

右側の図２、安全上及び避難上の対策の①や

②で例示しておりますとおり、高床化やかさ

上げなどにより、床面の高さが想定浸水深以
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上となる居室を設ける場合を想定しておりま

す。 

 また、③のように、ロフトなどを活用しつ

つ、いざというときに、比較的容易に垂直避

難できる開口部を設置した場合も対策として

有効であると考えております。 

 ２の避難場所への確実な避難ですが、これ

は、関係市町に防災計画等を踏まえて指定し

ていただくことを考えておりまして、今後の

防災計画の進展に伴い、市町との協議により

検討していくこととしております。 

 右下の今後のスケジュールでございます

が、７月からこの運用方針についてパブリッ

クコメントを行い、県民の皆様から御意見を

頂戴した後に許可条件等を決定いたしまし

て、10月には、新たな運用基準として公表し

たいと考えております。 

 その後、周知期間を約半年取りまして、令

和５年４月１日から運用を開始したいと考え

ております。 

 最後に、熊本市におきましても、県と同様

の許可基準、運用基準で進める予定と伺って

おりまして、運用開始時期についても慎重に

検討されていると伺っております。 

 建築課からは以上でございます。 

 

○楠本千秋委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○楠本千秋委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了します。 

 次に、委員からその他で何かありません

か。 

 

○増永慎一郎委員 昨年も建設常任委員会に

いましたけれども、主要地方道の矢部阿蘇公

園線についてちょっとお伺いをしたいと思い

ます。 

 途中経過をずっと聞いてたんですけれど

も、最近、全然報告等も私宛てにもないん

で、この場を借りてお話ししますけれども、

何か今までの検討結果を踏まえた後で、主な

自治体であります山都町とそれから南阿蘇

村、ここには、現状では何か難しいっていう

話をされたみたいなんですけれども、その根

拠になる基の、検討された基の部分っていう

のは何かあるんですか。 

 

○森道路整備課長 矢部阿蘇公園線の件につ

きましては、３年にわたり検討をやりまし

て、その中でＢ/Ｃを含め検討をやってきた

中で、昨年度末に、検討結果については、町

村等も含めて内容の整理をさせていただいて

おります。 

 両首長にも内容については御説明したとこ

ろでございますが、今年度としましては、５

月16日に関係町村、山都町、南阿蘇村と、県

道路整備課、上益城地域振興局、阿蘇地域振

興局の担当者間で勉強会を開催しまして、勉

強会の中では、最短ルートでの道路事業の費

用対効果分析結果や道路事業の３便益以外の

便益に関する南阿蘇村、山都町への事業の聞

き取り結果など、令和３年度時点での検討状

況について、説明または認識の共有を図った

ところでございます。 

 また、ルートに関する意見交換の中で、山

都町から、既存の林道を一部活用したルート

等の説明もありましたので、勉強会と併せ

て、５月24日には、山都町から御提案のあっ

たルート等の現地調査も行っているところで

ございます。 

 

○増永慎一郎委員 その検討をした資料です

よね。３年かけて1,500万で多分調査したと

思うんですけれども、何かちゃんと資料とし

てあるんですか。 

 

○森道路整備課長 資料としましては、県で
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直接調査したものもございますし、Ｂ/Ｃ等

の取りまとめにつきましては、委託をしてお

りますので、その委託の成果という形で取り

まとめているところでございます。その内容

は町村と共有したところでございます。 

 

○増永慎一郎委員 その取りまとめは終わっ

てると。 

 

○森道路整備課長 最短ルートの費用対効果

分析結果等の便益に関することにつきまして

は、昨年度末で案としてはつくっているとこ

ろでございます。 

 

○増永慎一郎委員 今何か案としてつくって

るって、その案を出されて――案としてつく

ってるんじゃなくて、できたから自治体には

見せたんじゃないんですか。 

 

○森道路整備課長 訂正いたします。 

 県として、その資料を両町村に説明してい

るところでございます。 

 

○増永慎一郎委員 最短ルートっていうの

は、県が考えた最短ルートじゃなくて、その

自治体から要望があったルートじゃないんで

すか。 

 

○森道路整備課長 具体的に県で最短ルー

ト、ここっていうのは示したことがございま

せんけれども、想定としましては、地元の期

成会等から提案されたルート等も当然検討の

中に入れているところでございます。 

 

○増永慎一郎委員 あのですね、県道なんで

すよね。地元がこれがいいんじゃないかって

言って、県が、ならこれでいきましょうって

いう意味みたいな感じの検討じゃなくて、そ

の自治体から提案されたものを、これはどう

だろうかっていうふうな感じだったら、県の

やる気なんか全然感じられませんけれども、

どう思われますか。 

 

○森道路整備課長 期成会から要望あったル

ートについても当然検討しておりますが、県

としましても、これは、実は３年もかけてお

りますので、それ以外のルート案等について

も、当然検討の項目には入れているところで

ございます。 

 

○増永慎一郎委員 ３年じゃないんですよ、

３年じゃ。もう何十年も期成会の人たちがい

ろんな形でやりましたし、私も、当選以来、

14年のうちに７回か８回ぐらいこの質問を入

れてます。いつもルートの検討とかなんか言

うて、全然何かされる気あるのかなというこ

とで、ここ３年ぐらい予算がついて本格的に

調査をやられるて、結果的に調査はやられて

駄目だったって、その資料も、私もらってま

せんよ、最終的な資料も。 

 しかし、地元には、このルートは駄目です

って、Ｂ/Ｃも取れませんから駄目ですっ

て。今さっき話聞いたら、その最短ルートは

駄目だっていうことは５月16日に言うて、５

月24日に自治体から提案のあった林道とか、

そういった部分を何か確認しに行ったってい

う形なんだから、結果的には、そういうこと

をすれば、今までの町あたりから聞いた最短

ルートは駄目だから違うルートをまた検討し

ましょうという形に多分思っていらっしゃる

と思うんですよ。そういうふうにですね、そ

れに県がちゃんと行って、そのルートを確認

しながら、また検討していくというふうな形

で。 

 でですね、もう何十年もこの状態が続いて

るんですよ。どっかできちんとやります、や

りますならやります、やらないならやらない

というふうな形で決着をつけないとなかなか

難しいんですよね。 

 ただ、阿蘇山都道路っていう、中央自動車
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道と中九州自動車道が完成したときに、去年

出されましたよね、県のほうから。それにつ

いて、まずそういうふうな構想があるんであ

れば、途中まできちんとできている矢部阿蘇

公園線をまずはダブルネットワーク、リダン

ダンシーの確保ということでしてはどうかと

いうことで、私は何か県のほうも、さしより

つないでおかなければいけないって、これ

は、特に主要地方道ですから、一般県道じゃ

ないですから、そういうふうな認識を地元の

方々は持たれてます。 

 何かこの前話を聞いたら、今年度も予算的

にはそういうふうにつけてあるという話なん

ですけれども、まずは、その前の前段の調査

結果なり何なりをやっぱりきちんとまとめて

から、それを提示した上で、みんなが分かる

ように、これだから、このルートだったら駄

目ですよということを言って、違うつなぎ方

に精いっぱい向かっていきますということを

ちゃんと言ってやらないと、何か今の答弁聞

いてると、案はありますとかいう言葉が出て

くる自体、なんかちゃんとやってるのかなと

いう感じがしますけれども、どうなんです

か。 

 

○森道路整備課長 まさに検討結果は一応３

年、昨年度末でまとめているものですから、

そこをしっかりきちんと説明をした上で、今

その勉強会の中では、具体的なルート等も御

提案もあっておりますので、そこも含めて、

しっかり地元町村と協議をしながら、なるべ

く早くお答えができるように進めていきたい

と思います。 

 

○増永慎一郎委員 お答えができるようにじ

ゃなくて、する気はあると。やる気があるん

ですか。 

 

○森道路整備課長 矢部阿蘇公園線につきま

しては、先ほど委員がおっしゃいましたよう

に、数十年もこの未開通路線についての地元

の要望等もしっかり踏まえておりまして、そ

の中で最短ルートだったり、どうにかしてつ

なぐことができないかというところで今まで

検討したところでございます。 

 先ほど言いましたように、最短ルートにつ

いてはなかなか厳しい状況ではございますの

で、何かしら地元としても、県としても、つ

なぐことができないかと。そういう視点のほ

うで、まず、これまでの結果をしっかり整理

した上で、どうにかしてつなぐことができな

いかという視点で今後進めていければと思っ

ております。 

 

○増永慎一郎委員 財政とのいろんな話も多

分出てくるとは思うんですけれども、もう時

間が、もうずっと同じような状態なんです。

検討します、検討してるところです、だから

本当に検討をして、今度お金を1,500万も使

ってるんですよ、きちんとしたその調査に使

ったお金はどういうふうに使いましたと、こ

ういう結果が出ましたというのは、やっぱり

ちゃんとお金を使ってるんであれば、きちん

と提示をしながら、そしてこれは駄目だから

違う案を考えましょうっていう形ですぐ動い

て、そしてまた、それについて、もう時間が

ないですから、今までみたいに……。 

 何か私からすれば、だまされてるような感

じなんですよ。ずっと引っ張っていって、地

元の皆さん方もそういう言い方をされます。 

 だから、やっぱり結果が出たなら結果が出

たのをきちんと開示しながら、そしてきちん

と丁寧に説明をしていただいて、そしてこう

いう方向で進んでいきますというのをちゃん

と分かるようにしないと。 

 ６月29日に、また矢部阿蘇公園線の要望が

あるでしょう。期成会の総会があると思うん

です。多分県から行かれると思うんですよ

ね、案内があって。上益城振興局土木部が行

かれるのか、本庁から行かれるのかどうか分
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かりませんけれども、そのとき、そういう話

を聞かれたときにはどう答えますか。 

 だから、ちゃんとやっといてもらわない

と、念願なんですよ、これは。それも何十年

かの念願なんです。 

 ですから、わざわざ予算を、さっき言いま

したけれども、1,500万もつけて、何も結果

が出ずに、検討したら駄目だったって、その

根拠はどこにあるんですかって言っても、す

ぐ見せられないじゃないですか。 

 だから、その３年間何しとったっていう話

になりますんで、今回、そう言って、きちん

と資料ができてるんならそれを提示しなが

ら、そして次はこのようにいきたいと思いま

す、やる気があるならですよ、する気があ

るならですよ、県として。でも、今年また 

500万ぐらい調査費をつけてるっていう話で

すから、多分一生懸命やってくれるんだろう

と思いますんで、途中途中の経過、それから

確認ができた時点の資料、こういった部分

は、きちんとぜひ提示を行いながら、早急に

一生懸命に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○楠本千秋委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 

○本田雄三委員 ちょっと冒頭の説明資料の

25ページ、道路保全課さんにお尋ねです。 

 一般県道、北外輪山大津線っていうの、こ

れはミルクロードのことだと思うんですけれ

ども、穴が空いていて、こういう事故が起こ

ったということでありますけれども、今対策

等で、通行車両数といいますか、北側復旧ル

ートができる前の小国から大津に抜ける道路

だと思いますけれども、通行車両というのは

元の状態に戻っているかどうか、そのあたり

は状況が分かられますでしょうか。 

 

○緒方道路保全課長 お答えさせていただき

ます。 

 ミルクロードのまず交通量のほうから言い

ますと、かなり減っているということは振興

局のほうから聞いております。現状に戻った

かどうかというのは、ちょっとはっきり聞い

ておりません。 

 それと、対策につきましては、このとき起

こった穴ぼこに関しましては、令和２年７月

でございます。そのときに穴ぼこが６月、７

月、令和２年にあって、その後パトロールを

しっかりやるように言って、穴ぼこに関しま

しては、それ以降起こっておりません、今の

ところ。ただ、雨とかが続けば非常に起こり

やすい状態ですので、今後も、引き続きしっ

かりとパトロールをやっていきたいというふ

うに考えております。 

 

○本田雄三委員 ここは、一般の車両もです

けれども、ツーリングでよくバイクが通って

いるところでもありますので、やはりそうい

う穴ぼことかっていうのはもうバイク等が通

ったときには一触即発だろうと思いますの

で、点検のほうよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○楠本千秋委員長 よろしいですね。 

 

○井手順雄委員 週休２日、設計の。質問し

ますけれども、今年度から、全発注工事につ

いて週休２日で行うっちゅうのをちょっとお

聞きしたいんですけれども、実際どうなんで

しょうか。 

 

○伊東土木技術管理課長 議員御質問の週休

２日制度につきまして、緊急を要する災害復

旧ですとか、そういったすぐに取りかからな

ければいけない維持補修工事を除く全工事と

いうことになっております。 
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○井手順雄委員 それはもう本当いいことで

あろうと思っております。国交省において

は、もうほぼほぼ週休２日という形の中で今

現在施行されております。 

 しかしながら、県のサイドになれば、やっ

ぱり下請さんとか、そういう人たちにしわ寄

せがいって、なかなか人材不足の中で、やっ

ぱり土曜日、日曜日仕事せないかぬというよ

うなことがあるので、なかなか厳しいという

ふうに思いますが、ぜひとも、やっぱり新し

い、若い新人さんじゃないけれども、新入社

員を入れるためには、ぜひとも週休２日って

いう大事なことじゃろうというふうに思いま

すんで、ひとつどんどん推進していって定着

させていただきたいなというふうに思いま

す。 

 私の１つの提案なんですが、技術点にこれ

は加点しますよという話までにはいかぬです

かね。 

 

○伊東土木技術管理課長 週休２日制度につ

きまして、工事成績評定の加点がございま

す。 

 

○井手順雄委員 ぜひとも、そういったこと

を業界に周知していただいて、なるだけいち

早く定着するように。 

 今年の夏も多分暑いと思います。やっぱり

そういうときには是非とも活用していただく

と。そして、工期がないときに、余裕工期で

ちょっと見てやるとか、そういう配慮をやっ

て施工していただくように指導していってい

ただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○楠本千秋委員長 ほかにありませんか。 

 

○森山監理課長 先ほど、田代委員から御質

問いただきました繰越しの状況について説明

させていただいてよろしいですか。 

 資料の29ページで繰越明許費が690億ある

んですけれども、このうち、当初予算分がど

れだけかというものはちょっとデータを持ち

合わせておりませんが、経済対策分、２月補

正分が174億ということで25％、残りの75％

の516億程度が、当初予算も含めた一般分と

いいますか、通常分となっております。ほと

んどが当初予算分と思いますので、補正を引

いても約７割程度が当初予算分ではないかと

考えております。 

 ちなみに、その75％の515億円といいます

のは、平成30年あるいは令和元年と同じぐら

いの規模になっております。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員長 よろしいでしょうか。 

    (発言する者あり) 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第３回建設常

任委員会を閉会します。 

   午前11時11分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  建設常任委員会委員長 

  

 

 

 

 

 

 


